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快適で豊かな空間の創造

　　　　　　地域に密着し自然との調和を大切にした街づくりを考えます
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１．事業概要

　　　１）事業所名及び代表者名

　　　　　　　田中造園土木有限会社

　　　　　　　代表取締役　　田中 秀幸

　　　２）所在地
　　　　　　　本　　     　社　　　　〒887－0034　　宮崎県日南市大字風田3558-11

積替え保管施設 　     〒887―0034　　宮崎県日南市大字風田3558-11
土        場 　        〒887―0034　　宮崎県日南市大字風田字浜山下切３５５８番１１

　　　３）環境管理責任者
EA-21責任者　 ： 田中 秀幸

　　　４）連絡先
TEL　　 ： 0987-23-3886　　　FAX  :　0987-24-0061

　　　　　　　E‐mail　： tt3886@orion.ocn.ne.jp
URL     ：  http://www.tanakazouen-doboku.com/

５）法人設立日　　　　　 
1988年8月30日

6）事業活動 
◆建設業・・・（土木一式、とび・土工、管、舗装、造園、塗装）、カッター工事
　　　　　　　　　                      　　　　 許可番号・・宮崎県 （般-29  )第6875号
◆産業廃棄物収集運搬業   　         　　　　許可番号・・宮崎県　第 04511172596
◆産業廃棄物処分業（中間処理）　　　許可番号・・宮崎県　第 04521172596

　　　7）認証・登録範囲 ・・・　全組織・全活動
　　　　　　　・対象組織・・全社

・対象活動・・建設業（土木一式工事、管、舗装、造園、塗装）、カッター工事
　　　　　・・産業廃棄物処理業（収集運搬、中間処理）
・対象期間・・2022年4月1日～2023年3月31日
・第4版作成・ 2023年12月6日 ・第4版改訂・ 2023年12月11日

　 　8）事業規模 資本金；1,000万円

9）推進組織図

土場

2019年度

土木部門

代表者

環境管理責任者総務部

ﾄﾝ

194.2㎡詰替え保管施設

産業廃棄物収集・運搬量
人

事務所床面積

16.4

従業員数

産業廃棄物中間処理量(脱水) 16.4 15.92

15

126

12.47

11.38 12.47

15

15.92

2020年度項目
売上高

2021年度 2022年度

129 128 136

単位
百万

産廃処理部門

ﾄﾝ
㎡

㎡

15

100

13

194.2

100

11.38

100100

1,000

造園部門

1,000 1,000 1,000

カッター部門

194.2 194.2

(２)



１０）許可の内容
≪許可・登録≫

産業廃棄物収集運搬業務
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産業廃棄物処分業(中間処理・・・脱水)

＊中間処理（脱水）は、無機性汚泥に限る1種類で、特別管理産業廃棄物を除く。

≪収集・運搬車両≫

≪処理方法≫

≪処理工程≫

≪処理能力≫

⇒ 1.92㎥/日

≪積替え・保管施設≫

１1）受託した産業廃棄物の処理実績(収集運搬・中間処理)

汚泥の脱水

最終処分量合計 0.0
管理型埋立（委託）

処理量（t）

12.47
12.47

（ⅱ）中間処理

（ⅰ）収集運搬

　　中間処理後処分量合計 12.47

再資源化等量小計

12.47

うち
再資源化等

12.47

脱水
収集運搬量合計

中間処理合計 12.47

汚泥

（ⅳ）中間処
理後の産業廃

棄物

最終処分 汚泥

再資源化等

（ⅲ）最終処分

0.0

再資源化等量小計 0.00

処理方法等 廃棄物等種類
汚泥

処分方法等

汚泥

2.0 t

3.0 t

脱水 移動式 日南市大字風田字浜山下切3558番地11(移動式)

車輛
車輛

宮崎 11  た  683

廃棄物の種類 保管量上限

車輛種類
ダンプ

キャブオーバー

宮崎 400 ち 333

処理方法 施設名 施設住所

車輛・船舶
車輛

令和05年07月10日

番号 積載量

〇

宮崎県 第04521172596

〇 〇〇 〇 〇 〇 〇第04511172596

汚泥（無機性汚泥1種類で、特別産業廃棄物を除く） 2.4 ㎥

2022年4月～2023年3月

許　可　品　目

平成30年07月09日
〇

許　可　品　目

都道府県
政令市

許可番号
許可年月日
有効年月日

平成30年07月09日

令和05年07月08日
宮崎県

中間・最終処分場

最終処分場カッター汚泥

その他の産廃

脱水

収集

運搬

運搬

運搬

運搬

運搬

(３)



 　 私達は、積極的に環境問題を認識し、優先課題と位置付けて、

　当社の事業活動のあらゆる分野で自主的、積極的に環境保全に

　取り組み、循環型社会の構築に努め、持続可能な社会の実現に

　貢献します。

１． 当社の事業活動を通じて、環境経営 マネジメントシステム

      を構築し、環境経営目標・環境経営計画を定め、環境経営

      システムの継続的な改善に努めます。

２．関連する環境の法規制を遵守するとともに、行政機関や団体

　　及び地域の要請に協力します。

３． 建設事業に於いて、環境に与える影響を削減する為に、

　　次の事項に対して優先的に取組みます。

　 ① 化石燃料、電気使用量の節減による、二酸化炭素排出量の削減

　 ② 事業活動から排出される廃棄物の削減と再資源化推進　　

　 ③ 節水活動による水使用量の削減

　　　　 ④ 化学物質を含む薬品・薬剤の適正管理

　 ⑤ 受託した産業廃棄物の適正処理
   
４． 環境保全に関する啓蒙・啓発と、地域での社会貢献活動に
　　努めます。

５．創意工夫や技術提案等で効率的施工、環境配慮型施工に努めます。

　　この環境経営方針は、当社全従業員に周知徹底するとともに、

　　一般に開示します。

制定：2020年4月1日

  田中造園土木有限会社 

 　　　代表取締役　田中 秀幸

環  境　経　営  方  針

(４)



３．環境経営目標
作成日；2020年4月7日　承認；田中　

　基準値
(2019年4月～
2020年3月)

　2020年度
(2020年4月～
2021年3月)

　2021年度
(2021年4月～
2022年3月)

　2022年度
(2022年4月～
2023年3月)

全社 87,695 87,257 86,818 86,380

基準値比 0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

事務所 8,906 8,861 8,817 8,772

倉庫 1,575 1,567 1,559 1,551

全社 10,481 10,428 10,376 10,323

基準値比 0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

現場 12,574 12,511 12,448 12,385

基準値比 0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

現場 20,803 20,699 20,595 20,491

基準値比 0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

事務所 445.0 442.8 440.6 438.3

現場 ―

基準値比 0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

全社 432.0 429.8 427.7 425.5

現場

全社

全社

＊再資源化率＝（再利用＋再生利用＋熱回収）÷総排出量×１００

＊自らが施工する製品の環境性能の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善は、当該環境活動計画を遵守する事を目標としています。

＊環境保全に関する啓蒙・啓発の目標は、環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動などの地域貢献活動の回数を目標とします。

＊薬品などの化学物質は使用量を指定されることが多く削減が難しい為、環境経営計画を順守する事を目標とします。

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は、平成31年12月九州電力公表の調整後排出係数0.463を使用しています。

４．環境経営目標の実績

 ・2022年4月から2023年3月までの1年間の実績は以下の通りです。

実施区 目標値 実績 達成率 評価

全社 86,380 58,315 148.1% ○

事務所 8,772 14,119 62.1% ×

土場 1,551 1,267 122.4% ○

全社 10,323 15,386 67.1% ×

現場 12,385 10,549 117.4% ○

現場 20,491 18,176 112.7% ○

事務所 438.3 386.0 113.6% 〇

現場 ９５％以上 100%
(267.27t)

105.3% ○

全社 425.5 695.0 61.2% ×

現場
経営計画を順守

する。
経営計画を順守

しています。
― 〇

全社
経営計画を順守

する。
経営計画を順守

しています。
― 〇

現場 ３回以上/年 4 133.3% ○

＊購入電気の二酸化炭素排出係数は、九州電力(A0275)の調整後排出係数0.463を使用しています。

＊灯油を含めた全社の二酸化炭素総排出量は、7９,162.9 kg-CO2です。

第一次中期目標

②ガソリン使用量の削減     （Ｌ）

③軽油消費量の削減　　(L)

再資源化率９５％以上

実施区

①電気使用量の削減    （kWh）

取組み項目

１．二酸化炭素排出量の削減（kg-CO2）

環境経営計画の遵守

①電気使用量の削減 （kWh）

４
．
有
益
な
環
境

活
動

①自らが施工する土木建築物の環境
　　性能の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善

③環境保全に関する啓蒙・啓発活動
    　(地域貢献活動の推進)

②ガソリン使用量の削減     （Ｌ）

①自らが施工する土木建築物の環境
　　性能の向上及びｻｰﾋﾞｽの改善

３．水資源使用量の削減 　（m3
）

②自社排出建設副産物の
　　　　再資源化率向上（％）

②受託した産業廃棄物の環境配慮

３．水資源使用量の削減 （m3）

４
．
有
益
な
環

境
活
動

①一般廃棄物の削減     (kg)

②自社排出建設副産物の
　　　　再資源化率向上(％)

エ
ネ
ル
ギ
ー

③環境保全に関する啓蒙・啓発活動

２
廃
棄
物
の

削
減

②受託した産業廃棄物の環境配慮 環境経営計画の遵守

取組み項目

③軽油使用量の削減 　（Ｌ）

①一般廃棄物最終処分量の削減 (kg)

地域貢献活動　３回以上/年間

２
廃
棄
物

の
削
減

エ
ネ
ル
ギ
ー

１．二酸化炭素排出量の削減
  (kg-CO2)

(５)



5．環境経営計画の取組み結果とその評価

取組項目 活動内容
推進

責任者 取組み状況 評価

①不在箇所、昼休みなどの電気消灯の徹底 竹原 ○

②ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰを定期的に清掃する 竹原 ○

③ﾊﾟｿｺﾝ等のOA機器はこまめに電源OFF 竹原 ○

①エコドライブの徹底(ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなど) 角田 ○

②現場への相乗りの推進 角田 ○

③不要な荷物は載せない 角田 〇

①建設機械等はできるだけﾌﾙﾊﾟﾜｰ操作をしな
いようにする　　（ｱｸｾﾙ７割運動等）

角田 ○

②作業規模に応じた建設機械等の種類や
   規格を用いて、ｴﾈﾙｷﾞｰの消費を抑える

角田 ○

③ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等はｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを徹底する
  (急発進抑制、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの徹底など)

角田 ○

④汚泥運搬は最大積載等効率的に運搬する 角田 ○

①廃棄物は分別計量して記録する 竹原 ○

②電子回覧やﾍﾟｰﾊﾟﾚｽFAX等を利用し、
　　出来るだけ紙を排出しない

竹原 ○

③ｺﾋﾟｰﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞや用紙梱包箱などは
    納入業者に持ち帰ってもらう

竹原 〇

①残余材が発生したら､資材倉庫に持帰り
　　分別して保管する(再利用の推進)

角田 ○

②現場で発生する混合廃棄物は､出来るだけ
　分別して、ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙする

角田 〇

③廃棄物の処理はできるだけﾘｻｲｸﾙ業者へ
　　委託する

角田 ○

①蛇口付近に「節水」を意識させるｼｰﾙ等
　を貼付る(節水意識の高揚)

竹原 ○

②蛇口にはｽﾄｯﾊﾟｰを付けて不要な水は
　出さない

竹原 ○

①環境配慮型の建設機械を使用する
　(排ガス対策型、低騒音型、低振動型等)

田中 ○

②カッター汚泥は最大限の脱水をして
　　最終処分を委託する

田中 ○

③出来るだけ地産地消の考えから資材を
　調達する

田中 ○

④自主的に騒音・振動・粉塵対策を講じて
　　施工する

田中 ○

①落下、流出が無いように安全・確実な
　　積み込みをする

田中 〇

②汚泥は30％以上の脱水で減容する 田中 〇

③最大積載量に留意した効率的運搬の実施 田中 〇

①現場付近や事務所周辺は常に清掃し、
    整理整頓に努める

田中 〇

②地域のボランティアへの活動参加 田中 〇

①購入量の把握(記録)と施錠保管 田中 ○

②SDSによる安全な取り扱いの周知・徹底 田中 ○

建設残余材が出ないように資材管理を
行っている。今年度はAs･Co改ｺﾝｸﾘｰﾄ
塊が多く、再資源化率100%の目標達
成となった。

・水資源使用量
　　の削減

蛇口付近に節水シールを貼付して節水意
識の高揚を図ったが、8月に漏水があっ
た為水使用量が増えた。漏水は10月に
修復した。

・建設副産物
　の再資源化率
　向上

環境配慮型の重機を利用している。
カッター工事が多い月は目標を上回る事
もあったが、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物切断などの
切断水は切断水循環脱水濾過ｼｽﾃﾑによ
り、水の再利用で節水出来ている。又、
出来るだけ騒音や粉塵を抑制する為、超
低騒音型発電機使用や、吸引式カッター
等を使用している。

現場や本社資材置場などの整理整頓を更
に進める必要がある。
市道清掃、公共施設の除草や清掃等4件
の地域貢献活動が出来た。

・自らが施工す
る土木建築物の
環境性能の向上
及びサービスの
改善

・環境保全の
　　取組推進

・受託した産業
廃棄物の環境配
慮

脱水後の汚泥を12.47ﾄﾝ処分したが、
専用車両で落下等の無いように運搬して
いる。

・化学物質の
   管理

薬品、薬剤は購入量を記録して、倉庫に
保管している。
当該薬品のSDSをﾌｧｲﾙして、使用上の
注意点等を周知している。

・一般廃棄物
　　の削減

用紙の裏紙使用や、ﾄﾞｷｭﾜｰｸｽによるﾊﾟｿ
ｺﾝからの印刷抑制、受審FAXもﾓﾆﾀｰで
選別して不要な物は印刷しないようにし
て113.6%の目標達成となった。

･電気使用量
　の削減

不要箇所の電気消灯や、ﾊﾟｿｺﾝやﾌﾟﾘﾝﾀｰ
等のこまめに電源ON･Offをして節電に
努めたが、本社と電気メーターが同じ社
宅の社員が増えた為、電気使用量が増加
している。この為、次年度は目標の見直
しを実施する。

･ガソリン
　　使用量
　　の削減

現場への相乗りやｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等を徹底し
て省エネを図り、117.4%の目標達
成。今年度は比較的近場の現場が多かっ
た事も達成要因と思われる。これからも
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等で目標達成に努力する。

･軽油使用量
　の削減

汚泥運搬が基準年の2倍近くに増えてい
るが、積載量を考慮した効率的な運搬
や、ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等で省エネを図ってい
る。又、重機の始業前点検や建設機械類
のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟを徹底するなどして
112.7％の達成となった。但し、現場
の状況で大きく変わるため、今後も活動
を徹底していく。

(６)



６.次年度の環境経営目標と環境経営計画

取組項目 次年度の目標
(2023年度)

次年度の活動内容

二酸化炭素 118,581
kg-CO2

省エネ・省資源活動の推進

①不在箇所、不要箇所及び昼休み時は消灯する

②ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰを定期的に清掃する

③ﾊﾟｿｺﾝ等のOA機器はこまめに電源OFFする

①エコドライブ（アイドリングストップ、急発進・急加速及び

　　　　　　　　　　　空ぶかしの防止等）を徹底する

②現場への相乗りを推進する

③不要なものを積んだままにしての走行はしない

①建設機械等はできるだけﾌﾙﾊﾟﾜｰ操作をしないようにする
　　（ｱｸｾﾙ７割運動等）

②作業規模に応じた建設機械等の種類や規格を用いて、
　　ｴﾈﾙｷﾞｰの消費を抑える
③ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等はｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを徹底する
    (急発進抑制、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの徹底など)

④汚泥運搬は最大積載等効率的に運搬する

①廃棄物は分別して計量し、記録する。

②電子回覧やﾍﾟｰﾊﾟﾚｽFAX等を利用し、出来るだけ紙を
　　排出しない

③ｺﾋﾟｰﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞや用紙梱包箱などは納入業者に
　　持ち帰ってもらう

①残余材が発生したら、資材倉庫に持ち帰り分別して
　　保管する(再利用の推進)

②現場で発生する混合廃棄物は、出来るだけ分別して、
　　ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙする

③廃棄物の処理はできるだけﾘｻｲｸﾙ業者へ委託する

①蛇口付近に「節水」を意識させるシール等を貼付る

②定期的に漏水点検を実施する。

①環境配慮型の建設機械を使用する
　　　(排ガス対策型、低騒音型、低振動型等)

②カッター汚泥は最大限の脱水をして最終処分を委託する

③出来るだけ地産地消の考えから資材を調達する

④自主的に騒音・振動・粉塵対策を講じて施工する

①落下、流出が無いように安全・確実な積み込みをする

②汚泥は30％以上の脱水で減容する

③最大積載量に留意して効率的な運搬をする

①購入量の把握(記録)と施錠保管

②安全ﾃﾞｰﾀｰシート(SDS)による安全な取扱いの周知・徹底

・環境経営計画の内容は色々と試行した結果であり継続しますが、他に効果的・効率的な
　活動が有る場合、及び社会の情勢や会社の状況によって随時見直す事にしています。

当該環境経営計画
の遵守

･電気使用量
　の削減

･ガソリン使用量
　　の削減

･軽油使用量
　の削減

・一般廃棄物
　　の削減

・建設副産物
　の再資源化率
　向上

・水資源使用量
　　の削減

・自らが施工する
製品の環境性能の
向上及びサービス
の改善

当該環境経営計画
の遵守

・受託した産業
　　廃棄物の
　　環境配慮

・化学物質の
   管理

活動計画の順守

事務所
14,048kWh

土場
2,032kWh

全社
10,941 L

全社
33,699 L

事務所
332.8 kg

９５％以上

事務所

395.5 ㎥以内

(７)



7.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
　　並びに違反訴訟の有無　

　 　     当社の事業に関係する環境関連法規は、担当者が定期的に日建連や協会、

　　　　及び業界情報等で常に確認しています。

　　　　尚、関連法規制の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

　　　　また、関係当局からの指摘、及び地域住民からのクレームや訴訟もありませんでした。

　　　　現場での遵守状況は、安全パトロール中や安全会議時などで確認しています

当社の事業に関係する主な環境関連法規と遵守状況は以下の通りです。

法規名 遵守事項 遵守評価

委託契約の締結、マニフェストの交付 遵守

回収・照合確認（発行後B2,D票90日E票180日以内）
A表の5年間保管

遵守

産業廃棄物管理票交付等状況報告(6月30日までに知事へ報告) 遵守

保管場所の掲示板設置 遵守

産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準の遵守 遵守

再委託の禁止 遵守

発注者への書面による計画等説明、完了報告 遵守

工事着手する日の７日前までに必要事項を都道府県知事に届け出 遵守

分別解体、再資源化促進、再資源使用 遵守

ﾌﾛﾝ排出抑制法
・定格出力7.5kW未満の業務用ｴｱｺﾝ等の簡易点検実施
　　(重機搭載のｴｱｺﾝを含む)

遵守

再生資源利用省
令

・再資源利用計画書・実施書の作成
・再資源利用促進計画書・実施書の作成

遵守

騒音規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて85デシベル以下

該当工事
なし

振動規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて75デシベル以下

該当工事
なし

8.代表者による全体評価と見直しの結果

　　　　エコアクション21の取組を始めて3年が経過しましたが、当初の予想通り建設現場

　　　　の状況によって環境負荷は大きく変わります。特に、重機やﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの稼働が多く

　　　　なると軽油使用量が増加して二酸化炭素排出量が増加しますが、我々が決めた

　　　　省エネ活動を徹底して実施してる事で相対的には減少しているものと確信し、

　　　　これからもエネルギーを大量に消費する事業者として、更なる省エネ・省資源活動に

　　　　取組み、持続可能な社会の形成に継続して尽力する所存です。

建設ﾘｻｲｸﾙ法

廃棄物処理法

(８)


